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医療的ケア児の実態把握のあり方及び医療的ケア児等コーディネーターの効果的な配置等に関する調査研究
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事例集

～「医療的ケア児支援センター」やその機能の一部を

担いうる専門人材の配置等に係る自治体の取組について～



【留意事項】
本事例集は、令和３年７月から令和４年１月にかけて実施したヒアリング調査の結果等に基づいて作成しています。「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が
施行されたのは令和３年９月18日であり、各事例（各自治体）の取組内容は必ずしも同法に沿ったものとは限らないことを予めご了承ください。
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岐阜県：県内４か所に医ケア児支援の拠点を設置。看護師資格保有者が医ケア児家族や支援者を支援

○ 重症心身障がい在宅支援センター「みらい」を運営

○ センターは、「サテライト」を含めて県内に４箇所設置し、全県的に支援へのアクセスを確保

○ 医療的ケア児家族への相談対応や、地域の支援者の支援、人材育成等を実施

○ 看護師資格保有者が相談員として対応

自治体の概況

総人口 （令和３年４月１日時点） 約197万人

18歳未満人口 （令和2年7月1日時点） 約30万人

医療的ケア児数 （令和元年６月時点） 187人

医療的ケア児等コーディネーター配置人数 1人

特徴

体制 概要

本部
（岐阜圏域）

サテライト
（飛騨圏域）

サテライト
（中濃圏域）

サテライト
（東濃圏域）

重症心身障がい在宅支援センター「みらい」

活動開始年度 平成27年度

組織・機関の運営主体 岐阜県看護協会

活動拠点 本部１か所・サテライト３か所
（県内５圏域のうち４圏域について各１か所）

活動人数 相談員４名
（１拠点につき１名）

１年あたりの支援件数 約200件

主な役割 • 個別の相談事例への対応
• 家族支援
• 支援者向けの支援
• 人材育成
• 医療機関との連携 等

組織・機関の特徴 看護師資格保有者が相談に応じており、医療
の知識・経験も活かしつつ対応

※本資料は、令和３年７月に実施したヒアリング調査結果等に基づいて作成しています1



岐阜県：県内４か所に医ケア児支援の拠点を設置。看護師資格保有者が医ケア児家族や支援者を支援

主な活動

○ 医療的ケア児家族からの相談にワンストップで対応できる窓口を確保

○ 支援者を支援する「間接支援」機能を発揮

○ 専門性が問われる事例についても対応が充実

○ 医療的ケア児家族間の交流の促進

○ センターの活動に関する県民向け広報の充実

○ 現在活躍しているコーディネーターの「後進」にあたる人材の育成

○ コロナ禍に伴って対面での支援活動が制限されていること 等

○ 関係部署との連携を通じて、通園や小・中・高校への通学の支援を充実

○ 医療的ケア児家族から要望の強い「医療型短期入所事業所」について補助
事業の実施等を通じて施設整備を推進

○ 岐阜大学医学部に設置している小児在宅医療教育支援センターと連携した
成人期への移行にかかる支援の充実

■個別の相談事例への対応

• 医療的ケア児家族からの電話相談に対応

• 時にはご自宅に赴いて相談に応じる場合もある

■家族支援

• 圏域単位の家族交流会の開催

• 医ケア児家族向けの機関誌の発行 等

■医療機関との連携

• 退院時のカンファレンスへの出席

• 障害児の受診時に同席して医師の説明を聞き、その内容を訪問看護サービス事業所に
情報提供 等

■支援者向けの支援

• サービス事業所、医療機関、訪問看護ステーション等からの相談にも対応

• 相談内容（例）

「本人の成長に伴ってどのようなサービスを提供するのがいいか」

「家族による医療的ケアが難しい場合の対応について」 等

■人材育成

• 多職種研修の実施

 平成29年度以降毎年開催し、各回約70～90名が受講

 障害児支援に係る事例検討会を併せて実施

 テーマは「障害児の在宅支援の質の向上」を基本に各回ごとに設定

活動に係る課題

活動の成果

自治体における今後の施策展開方針

※本資料は、令和３年７月に実施したヒアリング調査結果等に基づいて作成しています2



岐阜県 （参考）重症心身障がい在宅支援センター「みらい」 広報用リーフレット
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香川県：医療的ケア児等支援センターを開設してワンストップ窓口を確保。「支援者」への支援も充実

○ 香川県医療的ケア児等支援センター「ソダテル」を開設

○ 主な役割は「相談支援体制の構築」「支援者の養成・人材育成」「関係機関等との体制の構築」

○ 市町を含む支援者の支援や関係者間の連携構築に力を発揮している

自治体の概況

総人口 （令和３年４月１日時点） 約95万人

18歳未満人口 不明

医療的ケア児数 （令和２年３月時点） 160人

医療的ケア児等コーディネーター配置人数 1人

特徴

体制 概要

医療的ケア児等支援センター「ソダテル」

活動開始年度 令和３年度

組織・機関の運営主体 一般社団法人 在宅療養ネットワーク

活動拠点 １か所

活動人数 センター長 １名 相談員 2名
相談支援専門員 1名 事務員 1名

支援件数 約７１件
（令和３年４月から令和4年1月末までに新規で受け
付けた相談件数）

主な役割 • 医療的ケア児・者やその家族、支援者の相談対
応

• 支援者の養成、人材育成
• 関係機関との連携促進、支援体制の構築 等

組織・機関の特徴 現在は市町村と協働して事例対応。将来的には市
町村の「バックアップ」への特化を目指す

市町

医療機関

保育所
幼稚園

小・中学校
特別支援学校

サービス
事業所

医療的ケア児・家族

香川県医療的ケア児等支援センター「ソダテル」

【医療的ケア児・者、家族、支援者の相談対応】
• 医療的ケア児・家族、支援者向けの相談対応
• 好事例や社会資源の情報収集・提供
• 必要な資源やサービス、適切な支援者の紹介
• 個別事例対応にあたっての助言、協働 等

【支援者の養成・人材育成】
• 支援者養成研修
• コーディネーター養成研修
• フォローアップ 等

医療的ケア児等コーディネーター

支
援

フォロー

訪問看護
相談支援
事業所

教育

医療 福祉

【地域づくりや支援体制の構築】
• 広報、啓発活動
• 関係機関との連携
• 市町の要望に応じた「協議の

場」への出席 等

※本資料は、令和３年10月に実施したヒアリング調査結果等に基づいて作成しています4



香川県：医療的ケア児等支援センターを開設してワンストップ窓口を確保。「支援者」への支援も充実

主な活動

○ 相談対応のワンストップ窓口を確保

○ 支援者が自身も支援を受けながら医療的ケア児家族を支援する体制の確保

○ 情報配信サービス「ソダテルねっと」の配信を開始した結果、医療的ケア児・
者やその家族、支援者に向けて、随時の情報提供が可能となった

活動の成果

○ 支援者の地域的な偏在の解消

例）過疎地や島しょ部では医療的ケア児等コーディネーターが少ない 等

○ 地域の特性に応じた支援体制づくり

○ センターによる支援の質の維持・向上のための人材育成

○ 医療機関等に対するセンターの認知度向上

○ 多職種、他機関連携のさらなる推進

• コーディネーターのフォローアップ、バックアップ

○ 県内のどの地域でも医療的ケア児・者が生活しやすい体制づくり

• 地域によって医療的ケア児や支援者、事業所の分布に違いが大きい。圏
域や市町の「協議の場」にコーディネーター等が出席、助言して、支援の
質の平準化を図る。

〇 成人後の居場所の確保の必要性に向けた将来的な検討

活動に係る課題

■医療的ケア児・者やその家族、支援者の相談対応

• 県内の医療的ケア児・者やその家族、支援者からの相談に対応

 相談受付はホームページのメールフォームや電話による

 受け付け後は、相談者の希望に合わせて、メールや電話、センターへの来訪、家庭訪
問、WEB会議等で対応

• 個別事例への助言、ケース会への参加、個別事例に同行しての支援

• 関係機関や連携先、支援者の紹介

• 好事例や社会資源の情報収集・提供

 情報配信サービス「ソダテルねっと」にて登録者へ月1回程度情報配信

■支援者の養成、人材育成

• 医療的ケア児等コーディネーター養成研修の実施

 令和３年度は１回開催（36名修了）

• 医療的ケア児等支援者養成研修の実施

 令和３年度は１回開催（２１名修了）

• フォローアップ研修の実施

 令和３年度はオンデマンド配信を行い７５名が視聴

 講師：医療型短期入所施設「かがやきキャンプ」施設長

 テーマ：「療育者に知ってほしい発達の仕組みと日々のかかわり」

■関係機関との連携促進、支援体制の構築

• 医療的ケア児等支援に関する講演会の開催（令和4年６月頃に開催予定）

• 県や障害福祉圏域の自立支援協議会等「協議の場」への出席、助言指導

自治体における今後の施策展開方針

※本資料は、令和３年10月に実施したヒアリング調査結果等に基づいて作成しています5



香川県 （参考①）医療的ケア児等支援センター「ソダテル」 広報用リーフレット

6



香川県 （参考②）情報配信サービス「ソダテルねっと」 広報用リーフレット（抜粋）
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長野県：コーディネーターを支援する「スーパーバイザー」を配置し重層的支援体制を構築

○ 「医療的ケア児等支援スーパーバイザー」を配置

○ スーパーバイザーが医療的ケア児等コーディネーター等支援者を支える重層的な支援体制

○ スーパーバイザーを医師と患者家族が務めることで多様な支援ニーズに対応

自治体の概況

総人口 （令和３年４月１日時点） 約202万人

18歳未満人口 （令和３年４月１日時点） 約30万人

医療的ケア児数 （令和元年４月時点） 508人

医療的ケア児等コーディネーター配置人数 ２人

特徴

体制 概要

医療的ケア児等支援スーパーバイザー

活動開始年度 平成３０年度

組織・機関の運営主体 長野県

活動拠点 県本庁

活動人数 ２名 （患者家族および小児科医師）

１年あたりの支援件数 約20件

主な役割 • 各圏域のコーディネーターのバックアップ
• 人材育成
• 各圏域の関係者等のコーディネート
• 圏域間の情報共有の促進
• 協議の場への参加 等

組織・機関の特徴 ２名のスーパーバイザーは、医師と患者家族とい
うそれぞれの経験や知識を活かして役割分担し
ながら活動している

自立支援協議会

長野県

協議の場

医療的ケア児等支援スーパーバイザー

医療的ケア児等コーディネーター（リーダー）

圏域（10か所）

市町村
医療的ケア児等コーディネーター
相談支援専門員 等

一部参加

支援

支援

※本資料は、令和３年10月に実施したヒアリング調査結果等に基づいて作成しています8



長野県：コーディネーターを支援する「スーパーバイザー」を配置し重層的支援体制を構築

主な活動

○ 支援者を支える仕組みが整い、「支援者が孤立しない環境」を確保

○ 関係機関の間における情報共有や連携の促進

○ 職種を超えた協働の促進

○ 現在活躍しているスーパーバイザーの「後進」にあたる人材の育成

○ スーパーバイザーの属人的な知見や経験、人脈に依存した体制からの脱却

○ 圏域間の格差を解消するための交流機会等の創出

○ 事例対応について、地域のコーディネーターと「協働」する仕組みから「バッ
クアップ」へ特化した仕組みへの移行

○ 学校卒業後の「居場所」が慢性的に不足。実態の把握や就労支援分野への
医療的ケアに係る啓発等を通じて解消を目指す

○ 「医療的ケア児支援人材育成研修」や「看護研修」等を通じた人材育成

○ 圏域や全県の連携推進会議、支援者相互交流研修等の開催による連携強化

○ アウトリーチによる助言、指導をはじめとした支援者の後方支援充実 等

■各圏域のコーディネーターのバックアップ

• 個別事例への対応に関して助言

• 国の動向や各種制度等について情報提供
 制度の変更点等をわかりやすく整理・共有（実際に共有された資料の一例として別紙１）

■各圏域の関係者等のコーディネート

• 圏域内で支援者同士を紹介して連携を促進

■圏域間の情報共有の促進

• 県内の取組のうち好事例にあたるものを圏域を超えて紹介、共有

■協議の場への参加

• 県の「協議の場」に出席し、県内の医療的ケア児の状況やその支援の実態を情報共有

• 支援施策の立案に向けて日頃の支援活動を踏まえた意見を発信

■その他

• 災害対策の一環として市町村による個別避難計画策定の支援を実施

例）計画策定に向けた作業ステップを解説する「フローチャート」の作成・配布

活動の成果

活動に係る課題

自治体における今後の施策展開方針

■人材育成

• 様々な対象者に向けて人材育成研修を実施（「参考③」を参照）

 医療的ケア児等支援者ブラッシュアップ研修
（対象：医療的ケア児等の直接支援にあたる支援者（医療的ケア児等コーディネーターを

含む））

 医療的ケア児等コーディネーター連絡会
（対象：医療的ケア児等コーディネーター）

 救急シミュレーション研修会
（対象：通所事業所、学校等で医療的ケア児支援にあたる支援者、教職員等）

※本資料は、令和３年10月に実施したヒアリング調査結果等に基づいて作成しています9



長野県
（参考①）長野県の医療的ケア児支援体制

（長野県医療的ケア児等支援連携推進会議資料より「支援体制の現状と人材育成・連携」）

県立こども病院が中心になってNICU長期入院児の退院・地域移行支援と地域の多職種連携構築を目指したことから始まった。県立こども病院と地
域の連携促進から、地域に求められる多様な職種の支援者を育てる活動が生まれ、相互の連携促進から圏域ごとのコーディネータチームの構築へと
進んだ。平成28年の児童福祉法改正を機に、信州大学小児科との連携がうまれ、平成30年度圏域のコーディネーターの後方支援を担うスーパーバ
イザーと全県の連携推進会議を設置。個々の児の支援＜圏域の課題解決＜全県での取り組みというタテ・ヨコに重層的な体制をつくっている。
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横の連携＝多職種連携や協議だけでは解決できないことは後方支援で

それぞれのケースの
支援チーム

医療的ケア児等コーディネー
ター研修修了者を中心に

支援チームをつくる

圏域の支援体制＝
地域づくりの中心と
なる多職種チーム

全県の連携支援体
制のハブ・後方支援

スーパーバイザー

＝今後は医ケア児等支援センター

圏域医療的ケア児等
コーディネーター

圏域医療的ケア児等
コーディネーター

長野県

ミクロ（個別支援）
：支援会議

メゾ（地域＝圏域）：
自立支援協議会や
圏域連携推進会議

マクロ（県）：
庁内連携会議

県の連携推進会議

【協議・連携の場】【多職種連携チームと重層的後方支援体制】

（参考②）医療的ケア児等支援スーパーバイザーと各圏域の医療的ケア児等
コーディネーターの機能分化とそれぞれの協議の場について（県ご提供資料）
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医療的ケア児等支援スーパーバイザーによる人材育成、指導・助言
■人材育成：育てる（「今」「ここで」求められる知見と技術の提供）
・医療的ケア児等の直接支援にあたる支援者向けに研修を実施

➤ 令和3年度 医療的ケア児等支援者ブラッシュアップ研修 65名受講

➤ 通所事業所、学校等で医療的ケア児支援にあたる支援者、教職員を対象に
救急シミュレーション研修会を実施
講師：圏域の看護リーダー ６か所で実施 約75名参加

胃瘻からの半固形食短時間摂取法 長野県立こども病院
小児外科 高見澤 滋 先生気管切開・喉頭気管分離についての基本的な知識

医療的ケア児の口腔ケア 松本歯科大学 小笠原 正 先生
訪問歯科診療について 長野県歯科医師会
抗てんかん薬について

長野県薬剤師会
（信州大学病院、県立こども病院の

薬剤師も協力）

在宅TPN患者のサポートについて
新しい神経系の薬について
薬剤師の訪問支援について

長野県
（参考③）県ご提供資料
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小学校での救急シミュレーション研修の様子

長野県
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医療的ケア児等支援スーパーバイザーによる人材育成、指導助言
■人材育成：つなげる（圏域を超えて同じ職種が支え合う場をつくる）
・県内の医療的ケア児等コーディネーター向けにフォローアップ研修を実施

➤ 医療的ケア児等コーディネーター連絡会 R3年度は1回開催
Webと集合のハイブリッドで開催 約70名が参加 （別紙２参考）

■人材育成：支える（アウトリーチによる’情報の伝え手′’つなぎ手‘の機能）
・学校、通所事業所等への訪問
➤ 小中学校 延べ２０校（令和2年度。令和3年度もほぼ同様の数）

医療的ケア児等支援スーパーバイザー医師と圏域の医療的ケア児等コーディネーター
看護師、市町村教育委員会とともに、地域の小中学校を訪問する。
学校看護師や養護教諭の不安や疑問に応え、外来受診への同行の活用、主治医への有効な情
報提供・質問の方法等医療との連携についての助言、対象の児童生徒の病態やフォンタン血
流や疾患・障害の機序など医療的専門的事項についての解説を行う。
・各圏域の「協議の場」に出席 延べ18回（令和3年度）

圏域の問題を聞き取り、県の制度や施策の説明、他圏域の好事例を紹介
・圏域・地域・職域からの要請に応じて講演、報告を行う

看護協会、特別支援教育コーディネーターの会議、家族会、等

長野県
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学校や事業所の看護師、教職員の不安や疑問を聞き取り、主治医への連携の取り方を助言。
（自分たちでつながる力を持ってほしいので、あえて主治医に直接つなぐことはしません）

長野県
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学校や事業所で、医学的なことをスーパーバイザー医師が解説して、
児の身体についての理解を深めてもらう

長野県
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医療的ケア児にかかる医療型短期入所サービスについて 

（平成 30年度サービス報酬改定による） 

１ 医療型短期入所にかかる単位数 

実施施設は全て医療機関 利用要件 報酬単価（単位／日） 

医療型短期入所

サービス

看護体制 7：1以上 
短期入所のみを利用 

2889 

看護体制 7：1未満 2686 

医療型特定短期

入所サービス 

看護体制 7：1以上 
宿泊を伴わない（日中のみ）利用 

2768 

看護体制 7：1未満 2555 

日中活動系サービスを合わせて利用 2014 

遷延性意識障害

児・者等を対象

とした短期入所 

医療機関 

短期入所のみを利用する場合 1679 

宿泊を伴わない（日中のみ）利用 1578 

日中活動系サービスを併せて利用 1209 

○対象者 （ア）18 歳以上で ⅰ）区分 6 以上に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理

を行っている者 

ⅱ）区分 5 以上に該当し、進行性筋萎縮症に罹患している者もしくは

区分 5以上に該当する重症心身障がい者 

（イ）障がい児、重症心身障害児 

○主な加算

★空床の確保や緊急時の受入れを行った場合

・緊急短期入所体制確保加算 40 

・緊急短期入所受入れ加算（医療型） 180

★超重症児・者又は準超重症児・者の場合 「特別重度支援加算 Ⅰ」 388 

超重症児・者又は準超重症児・者以外の場合  「特別重度支援加算 Ⅱ」 120 

○施設基準

■ 医療型短期入所サービス （Ⅰ）、医療型特定短期入所サービス（Ⅰ）（Ⅳ）

厚生労働大臣が定める基準（平 18厚労告 551号ニのニ・イ） 

次の⑴から⑶までのいずれにも該当する指定短期入所事業所 

⑴ 病院であること（医療法第 1条の５ 第 1項）（注 1）

⑵ 看護体制は 7：1以上、かつ各病棟における夜勤看護職員数は 2以上であること

⑶ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の 100分の 70以上が看護師であること

（注 1）医療型については 24年度から法人格がない病院、診療所も事業者指定の対象となった。 

（障害者自立支援法施行規則の改正） 

（注２）利用者が日中活動サービスを利用した日に夜間のみの特定短期入所を行う場合、日中活動サー 

ビスの報酬と併せて算定可能。 

■ 医療型短期入所サービス（Ⅱ）、医療型特定短期入所サービス（Ⅱ）、（Ⅴ）

厚生労働大臣が定める基準（平 18厚労告 551号ニのニ・ロ） 

次の⑴から⑶までのいずれかに該当する指定短期入所事業所 

⑴ 病院（医療法第 1条の５ 第 1項）または有床診療所（同条第 2項）

⑵ 介護老人保健施設（介護保険法第 8条第 27項）

（別紙１）医療的ケア児等支援スーパーバイザーによる情報提供の一例
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 平成 30年度診療報酬改定 医療型短期入所サービス利用中の処置等の評価 

「医療型短期入所サービスにおける重症心身障がい児の受入れを促進するため、入所中の医療処置等に

ついて、診療報酬上の取り扱いを明確にした。」 

 具体的な内容 

 

 

 

対象処置等と診療報酬（点。特記ない場合は一日当たり。） 

 

 

（１） 経皮的動脈血酸素飽和度測定 30 （10） 留置カテーテル設置 40 

（２） 終夜経皮的動脈血酸素飽和度

測定 

100（1回の

利用につき 

（11） 導尿 40 

（３） 中心静脈注射 140 （12） 介達牽引 35 

（４） 植え込み型カテーテルによる

中心静脈注射 

125 （13） 矯正固定 35 

（５） 鼻マスク式補助換気法 65 （14） 変形機械矯正術 35 

（６） 体外式陰圧人工呼吸器治療 160 （15） 消炎鎮痛等処置 35 

（７） 人工呼吸 819 （16） 腰部又は胸部固定帯固定 35 

（８） 膀胱洗浄 60 （17） 低出力レーザー照射 35 

（９） 後部尿道洗浄 60 （18） 鼻腔栄養 60 

在宅療養指導管理料を算定しているために、入院該当では別途算定することができない以下の

医療処置等について、医療型短期入所サービス利用中に算定できることを明確化する。 
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R3年度医療的ケア児等コーディネーター/看護リーダーブラッシュアップ研修 

医療的ケア児等コーディネーター連絡会 のご案内 

長野県医療的ケア児等コーディネーター養成研修又は看護リーダー研修を修了したみなさま、 

また、圏域や市町村の医療的ケア児等コーディネーターとして活躍中の皆様で情報や好事例を交換して 

いただき、併せて県へのご意見をいただく機会にしたいと思います。 

そんな疑問や不安をお持ちの方も、災害対策の最新情報を得たい方も、どうぞご参加ください。 

○ 対象 …次のいずれかに当てはまる方

・長野県医療的ケア児等コーディネーター養成研修又は看護リーダー養成研修を修了した方

・医療的ケア児等コーディネーターとして活動している方

・その他、医療的ケア児等の地域生活支援＝小児在宅医療にかかわる方

○ 開催日時 令和 3年 12月 20 日（月） 14 時から 17 時
➤ 遠隔の方：Zoom にてご参加ください。

参加お申込みいただいた方に、後日 URL をご案内します。 

➤ 直接お集まりいただける方（10名程度）：

信州大学医学部小児科 在宅療育部門の研究室（信州地域技術メディカル展開センター305） 

○ 内容

① 各圏域における医療的ケア児等コーディネーターの活動報告、好事例報告

② 災害対策についての情報提供

③ 県から

・医療的ケア児等支援センターについて報告、説明

・医療的ケア児等コーディネーターの業務内容について（ご意見をいただきます）

お申し込みは、信州大学医学部小児科  担当：亀井智泉   ●●●

FAX  0263-●8-●●56 もしくは 

メール k●●●a@shin●●-u.ac.jp まで

お名前 
圏域 

所属先 

メール

アドレス

メッセージ

やご意見を

どうぞ 

医療的ケア児等コーディネ

ーターにはなったけど… 

コーディネーターって

何をするのか不明確だし… 

医療的ケア児支援法ができて、何が変わる？

県は市町村をどう支える？ 

（別紙２－１）「医療的ケア児等コーディネーター連絡会」開催案内
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（別紙２－２）「医療的ケア児等コーディネーターブラッシュアップ研修兼 

医療的ケア児等コーディネーター連絡会」開催案内 

 

長野県医療的ケア児等コーディネーターブラッシュアップ研修 

兼 医療的ケア児等コーディネーター連絡会 

次第 

日時：令和 3 年 12 月 20 日（月） 

14 時から 17 時まで    

会場：Zoom ・集合会議併用 

１ はじめに 

 

２ 会議事項 

Ⅰ 各圏域の取り組み報告 
 

 
Ⅱ 県から報告 

 
 ・「医療的ケア児等支援法」と医療的ケア児等支援センターについて 
 
 ・学校や保育園での医療的ケア児等の受け入れと看護師配置について 
 
 ・災害対策の安否確認について 
 
 
 Ⅲ 意見交換 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

長野県医療的ケア児等支援スーパーバイザー 

                            亀井智泉 

開催事務局 信州大学小児科 

〒390-8621         松本市旭 3-1-1  

信州地域技術メディカル展開センター305 

メール ： khora@shinshu-u.ac.jp 

電話  ：090-4462-9313    FAX ： 0263-38-7156 
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（別紙２－3）令和3年度医療的ケア児等コーディネーター連絡会にて使用された「情報交換シート」（イメージ）

最近の取り組み 医療的ケア児等コーディネーターとしての働き 医療的ケア児等支援センターに望むこと

●圏域では、レスパイトサービス（短期入所）
に関する関係機関連絡会が行われ、現状を各病
院からの報告があった。コロナ化や人材不足に
より、受け入れが難しくなっていることがあ
り、病院同士の話し合いも必要で、今後も検討
がされる方向。
圏域のコーディネーター検討会
　2か月に1回程度開催され、3名の医療的ケア
児等コーディネーター（代表含む）や、ほか、
障がい者相談支援センターのコーディネーター
が参加し、圏域のコーディネーターの役割等に
ついて検討されている。

訪問看護での活動（目的としてはコーディネーターとしてどんな
活動ができるかを知るため。小児訪問看護の利用状況の把握）①
各ステーション兵器、カルテからの情報収集、スタッフからの聞
き取り（支援：ケアの内容が発達に合わせたものか、支援会議が
行われているか、訪問回数、実施内容の確認。必要な新生党が行

われているかなど、アドバイスをする➡定期巡回年に2～3回行

う）
②　スタッフから困りごとの相談などを受ける。
③学習会の開催（訪問看護スタッフ向けで「医療的ケア児等の支
援について30分程度のミニ学習会）
④小児訪問看護新規利用者の調整介入
（支援会議に参加　　同行訪問をして、児、家族の様子をかか
わっている訪問看護スタッフと情報共有　　　2事業所の訪問看
護ステーションのカンファランスの開催　以上のことはすべて圏
域の代表コーディネーターに報告、連携をしています。
なやみ：今後自分がどのような立ち位置で活動していけばいいの
か。明確にしないといけない気がしています。

定期的に学習会や研修会を開催してほしい。
自分たちが研修で受けた内容以外でも新しい
情報や学びを得たいです。

センターの設置は都道府県で、になります
が、1か所のみですか？

医ケア児等コーディネーターによる医療的ケア
児の地域校への就学に向けた自治体との協議。
・浅間総合病院と小諸高原病院のレスパイト利
用が伸びている。
・放課後等デイサービスの開設により発達支
援、入浴、送迎サービスから就労に向けての支
援、さらに地域支援者の患者家族会等との協働
も可能になってきた。保育園への医療的ケア児
通園も可能。医療機関相互の連携も充実

私も一時、発達障がい児の事業所に少しいましたが、医療的ケア
児を受けようとする事業所はほとんどなく、保育園の理解は高い
が特に放課後等デイは意識が低い。

地域の中心になり、もっと啓発が必要に思わ
れる、ポスターなど、病院はもちろんだが書
く保育園、幼稚園、学校、企業などに貼って
いただき助けを求めることが必要と思われ
る。

最近の取り組み 医療的ケア児等コーディネーターとしての働き 医療的ケア児等支援センターに望むこと

△
圏
域

医療的ケア児部会を立ち上げた
自立支援協議会では圏域内の医療的ケア児
の実数把握をしたうえで、災害時の対応に
ついて（避難所等）の検討を行っている。
また、長野市で起きた災害の事例について
講演会を実施した

来年度保育園で医療的ケアのお子さんを受け入れるにあたり、右
も左もわからず、亀井さんや実績のある市町村の方々に教えてい
ただきながらひとつひとつ進めている最中です。すでに活躍され
ている皆さんからいろいろと教えていただきたいです。

・医療的ケア児とご家族の退院支援
・医療的ケア児に関する支援やサービスの利
用調整
・入園や入学を含む医療的ケア児の成長や生
活の支援
・地域資源の開発
・自治体や事業所で対応が難しい専門性が問
われる事例への対応

●
●
圏
域

医療では当たり前のことを学校や保育園では当たり前ではないことを理
解してこどものことを伝えてほしいと思います。
やっていること：・看護師のシフト調整
・病院受診時に同行し、問題点を話したり、質問し、医師と話をする
（●病院のみ）
・看護計画の立案。ケア児看護師と検討し修正。
・毎週金曜日に医ケア児の担任と次週の授業内容や意見を聴いたり話し
合い、児の活動等、看護師のかかわりでこうしてほしい、など聞き取り
・保護者に次の月の受診確認
・学校との話し合い
困っていること：・こども病院との連携。基幹病院とこども病院との連
携
・看護師は医師のいない施設や学校で働く中不安いっぱいで働いている
こと、医師はわかってくれているのか

こども病院と連携の仲介が難しい。医療（こども
病院）との連携について調整してほしい。病院の
方たちに保育園や学校で知っておきたいこと、欲

しい情報を知ってほしい。

・事例報告：災害時（豪雨災害）避難勧告
・在宅呼吸器装着児の災害時対応（呼吸器
メーカー側からの）来月予定

・承諾を得たご家族や医師から、医療的ケア医師指示を医師から
看護師へ直接埋められるようにすすめている

「総合支援センター」的な部署があればそこ
に窓口があるといいと思います。
医療的ケアに関する悩み等の相談

○○保健所としての取り組みは、小児慢性特定
疾病に対する支援（新規への連絡および状況確
認、医療的ケア児等で継続支援のケースへは、
訪問等）です。
在宅で人工呼吸器がついているケースで、同意
が得られた時については、「災害時個別支援計
画を策定中です。ただ、ほとんどの小児慢性児
については、支援員さんや訪問看護ステーショ
ンさんがかかわっていますので保健所は直接か
かわりがない状態です。

親御さんらが自分の生活も大切にしても罪悪
感を感じないような社会創り。
各圏域というと大変かもしれません。児童相
談所に併設くらいの感覚で設置できるといい
かと思いました。

○
●
圏
域

●
●
圏
域
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青森県：多職種の専門家から構成されるチームが事業所等による医ケア児受け入れを手厚くサポート

○ 「多職種コンサルテーションチーム」を設置

○ 医療的ケア児とその家族を支援する関係機関（支援者）からの相談に対応

○ 医療・保健・福祉・保育・教育分野の多職種の専門家が参画

○ 医療的ケア児に係る重層的な支援体制を確保

自治体の概況

総人口 （令和３年４月１日時点） 約122万人

18歳未満人口 （令和3年１１月時点推計） 約16万人

医療的ケア児数 （令和元年９月時点） 166人

医療的ケア児等コーディネーター配置人数 ０人

特徴

体制 概要

多職種コンサルテーションチーム

活動開始年度 令和２年度

組織・機関の運営主体 青森県

活動拠点 １か所
（県本庁に事務局を設置）

活動人数 コアメンバーは３名
（医師２名、看護師１名）

１年あたりの支援件数 約８０件

主な役割
• 医療機関向けの在宅移行支援
• 保育所等の受け入れ支援
• 教育機関との連携 等

組織・機関の特徴 チームのコアメンバーが、対応事例に係る地域
の専門職と連携して対応

体制図

多職種コンサルテーションチーム※

相談受付窓口（県本庁）

相談者（医療的ケア児に係る「支援者」）

医療機関

保育所
放課後等デイサービス 等

特別支援学校

市町村 等

支援の依頼

活動の要請
連絡・調整 支援の提供

①

③②
④

コアメンバー

医師や看護師等（３名）

対応事例に係る
地域の専門職

連携

※医療的ケア児支援センターの前身として位置づけている

※本資料は、令和３年12 月に実施したヒアリング調査結果等に基づいて作成しています22



青森県：多職種の専門家から構成されるチームが事業所等による医ケア児受け入れを手厚くサポート

主な活動

○ 支援者を支援する仕組みを確保

○ 支援者の漠然とした不安を軽減し、やるべき支援を整理

○ 高度な医療的ケアが必要な児童の受入促進

○ 専門性が問われる事例についても対応が充実

○ 事業所等の緊急時の体制づくりや危機管理意識が向上

○ 多職種連携を促進し、自治体を巻き込んだ地域における協力体制を整備

○ 小児訪問診療体制の充実が課題である中、その機能の一部を補完

○ チームで行った支援内容を、ケースに関わる支援機関とその都度情報共有する
ことが必要

○ 相談件数が増加しており、安定的な支援体制の整備が必要
※令和４年度には本チームの活動を継承する形で青森県立中央病院に医療的ケア児支援セン

ターを開設して体制を強化。医療的ケア児に対する直接的な支援も実施する予定

○ 細かな支援まで継続的にチームで対応することは難しい。各圏域への支援の引
継ぎや各圏域でのフォロー体制づくりが必要

○ 圏域との連携及び支援の引継ぎを行うためパイプ役となる圏域代表コーディ
ネーターを育成し配置を促進する

○ 事業所等に対する研修実施による普及啓発や事業所等配置看護師への手技指
導を実施し、医療的ケア児家族のニーズへの一層の対応を目指す

○ 就学や成人期へのスムーズな移行を実現するため、母子保健・教育・福祉等各市
町村内の組織体制及び連携方法に関する助言を行う

○ 事例検討を踏まえた研修会の開催等を通じ、関係機関相互の連携を促進する

自治体における今後の施策展開方針

■医療機関向けの在宅移行支援

• 退院に向けたケース会議への出席

• サービス利用や家族支援をスムーズに行えるよう相談支援専門員の介入、助言

• 在宅移行に向けた外泊の試行

 病棟看護師等と自宅訪問し、ベッドサイド等の機器の位置の確認や手技の確認等

• 市町村やサービス事業所等の担当者とのカンファレンス開催

• 在宅移行後の支援機関及び保護者とのカンファレンス開催

■保育所等の受け入れ支援

• 主治医との連携（施設での受入のための指示書作成・カンファレンスへの参加依頼）

• 家族、主治医、事業所や市町村等担当者とのケース会議

• 施設訪問による現状確認、受入に向けた環境整備、緊急時対応や手技等の確認

• 受入後の施設訪問による状況確認及びフォロー

• 利活用できるサービスや制度等について市町村等への助言や情報提供 等

■教育機関との連携

• 医療的ケア児の就学に係るケースカンファレンス（主治医、保育園、市町村（教育委員
会、保健師、障害福祉担当）、事業所担当者、相談支援専門員等）

• 学校現場での医療的ケア対応方法を検討するためのケースカンファレンスの開催

 カンファレンスには家族および多職種（主治医等医療従事者、養護教諭・学校看護
師等、事業所担当者、市町村保健師等）の出席を求め、多職種の連携体制を整備

 人工呼吸器装着児童の学校生活のためのガイドライン作成等助言

• 卒業後の自宅以外の居場所づくり

 県・市町村保健師、障害福祉担当者等関係者によるケース会議
 自宅や受入施設の訪問
 頻回な喀痰吸引を軽減するための対応策や受入施設での対応等の支援等

活動の成果

活動に係る課題

※本資料は、令和３年12 月に実施したヒアリング調査結果等に基づいて作成しています23



青森県 （参考）「多職種コンサルテーションチーム」広報用リーフレット
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富山県：医療的ケア児等支援センターが多職種連携により当事者および関係機関を支援

○ 「富山県医療的ケア児等支援センター」を設置

○ センターには医療的ケア児等コーディネーターを２名配置

○ 医療機関等に併設しているという強みを活かし、多職種連携による対応も実施

自治体の概況

総人口 （令和３年４月１日時点） 約103万人

18歳未満人口 （令和３年４月１日時点） 約14万人

医療的ケア児数 （令和３年４月時点） 125人

医療的ケア児等コーディネーター配置人数 ２人

特徴

体制 概要

富山県医療的ケア児等支援センター

活動開始年度 平成30年度

組織・機関の運営主体 社会福祉法人 富山県社会福祉総合センター

活動拠点 １か所

活動人数 センター長１名（医師・兼務）
相談員２名（専任１名、兼任１名）

主な役割 • 医療的ケア児等への支援
• 市町村、関係機関への支援
• 人材育成
• その他（社会資源調査の実施） 等

組織・機関の特徴 富山県リハビリテーション病院・こども支援セン
ター※に併設しており、相談の内容によっては院内
の多職種（看護師、リハビリ専門職等）と連携して
対応
（※医療機関、医療型障害児入所施設、児童発達支援センター等
を運営）

富山県医療的ケア児等支援センター

地域自立支援協議会
（県内７か所）

医療的ケア児・家族

市町村
障害福祉
事業所

医療
機関

学校
保育所

相談

相談

連携

連携

相談支援・連携

など

※本資料は、令和３年12 月に実施したヒアリング調査結果等に基づいて作成しています

医療的ケア児等コーディネーター

各支援機関
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主な活動

○ 医療的ケア児等のご家族からの相談に対応できる窓口の確保

○ 関係機関を支援する仕組みの構築

○ 医療機関等に併設している強みを活かした多職種連携による対応

○ 関係機関間の情報共有や連携促進 等

○ 「医療的ケア児支援法」を踏まえたセンター機能のさらなる充実

○ 市町村が配置したコーディネーター等とのさらなる連携

○ 「富山県医療的ケア児等支援センター」そのもののPRの充実

○ 個人情報を共有する仕組みの構築
（必要性の周知や対象者、項目、方法等の整理等）

等

○ 保育所等における医療的ケア児等の受入支援

○ 訪問看護師等に対する技術支援

○ 災害時も見据えた医療的ケア児のデータベース化

■医療的ケア児等への支援

• 専門的な相談支援や広域的な連携調整

• 医療的ケア児等に対応可能な障害福祉サービス事業所等や訪問看護ステーション、
コーディネーター在籍機関などの関連情報の提供 等

■関係機関への支援

• 専門的な相談支援や広域的な連携調整 等

■人材育成

• コーディネーター養成研修の実施

 令和３年度までに３回開催

 １０８名（相談支援事業所、市町村、医療機関等の職員）が修了

 講師：県外講師のほか、医師であるセンター長や訪問看護師等

• フォローアップ研修の実施

 令和２年度より開始して２回開催

 １０９名（コーディネーターのほか市町村職員等も参加）が修了

 講師：県外講師や先進事例を有する市町村職員

 テーマ：「災害対策」、「各分野における担当窓口の整理・公表」

活動の成果

活動に係る課題

自治体における今後の施策展開方針

■その他

• 医療的ケア児等に対応できる事業所等の把握調査・公表

• 医療的ケア児等実態調査の実施

• 研修会等への講師・ファシリテーター等の派遣

• 地域自立支援協議会等への参画 等

（関係者から寄せられている要望等を踏まえると以下のとおり）

※本資料は、令和３年12 月に実施したヒアリング調査結果等に基づいて作成しています

富山県：医療的ケア児等支援センターが多職種連携により当事者および関係機関を支援
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富山県 （参考）富山県医療的ケア児等支援センター 広報用リーフレット
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高知県：「トータルアドバイザー」を置くことでコーディネーターの派遣を総合的に調整

○ 重症心身障害児者・医療的ケア児等支援センター「きぼうのわ」を設置

○ 医療的ケア児とその支援者双方の支援に応じられる体制を確保

○ センターには「医療的ケア児等トータルアドバイザー」を配置

○ コーディネーターの派遣や支援機関との連絡調整を通じて支援体制の整備を推進

自治体の概況

総人口 （令和３年４月１日時点） 約68万人

18歳未満人口 （令和３年４月１日時点） 約９万人

医療的ケア児数 （令和３年12月時点） 76人

医療的ケア児等コーディネーター配置人数 ０人

特徴

体制 概要

重症心身障害児者・医療的ケア児等支援センター「きぼうのわ」

活動開始年度 令和３年度

組織・機関の運営主体 社会福祉法人 土佐希望の家

活動拠点 １か所

活動人数 相談員１名

１年あたりの支援件数 約80件

主な役割 • 相談対応
• コーディネーターの派遣調整
• コーディネーターへの助言、サポート 等

組織・機関の特徴 県内で重症心身障害児支援の拠点となってい
る「土佐希望の家 医療福祉センター」の中に
併設されている

重症心身障害児者・医療的ケア児等支援センター「きぼうのわ」

医療的ケア児等トータルアドバイザー

市町村

医療機
関 保育所

学校

サービ
ス事業
所

医療的ケア児等
コーディネーター

医療的ケア児家族

派遣調整 助言

「支援者」からの相談 医ケア児家族からの相談

※本資料は、令和３年12 月に実施したヒアリング調査結果等に基づいて作成しています28



高知県：「トータルアドバイザー」を置くことでコーディネーターの派遣を総合的に調整

主な活動

○ 医療的ケア児家族やその支援者からの相談にワンストップで対応できる窓
口を確保

○ 医療的ケア児がコーディネーター等の支援者とより確実につながりを得ら
れるようになる

○ 関係機関間の連携を促進

○ 現在展開している活動の本格化・充実

○ 成人期への移行支援等支援活動の拡充

○ 補助事業等を通じて学校や保育機関への看護師配置を促進

○ 多様なサービスの利用調整に伴う医ケア児家族の負担を、センターの支援
活動を通じて軽減

○ サービス未利用者まで含めた、県内の医療的ケア児の実態のより正確な把
握

■相談対応

• 医療的ケア児家族およびその支援者（医療機関やサービス事業所、市町村等）からの相談
に対応

• 電話またはメールにて受け付け

• 受け付け後には、現地を訪問して本人や家族の状況を確認

■コーディネーターの派遣調整

• 地域や相談内容に応じて適切な医療的ケア児等コーディネーターを選任。派遣調整

• 乳幼児など障害福祉サービス未利用者の場合には、県からの報酬支払いを調整

■コーディネーターへの助言、サポート

• 事例対応に当たって助言を提供

• 地域の多職種と連携しながら対応できるよう関係機関間の連携をバックアップ

■その他

• サービス未利用者のフォロー

 令和２年度に県が実施した調査の結果、福祉サービスを利用しておらず支援者とつな
がっていない医療的ケア児がいることが確認されたため、そうした児のフォローを実施

• NICU入院時からの早期フォロー

 医療機関からの依頼でNICUからの退院前カンファレンスに出席する等して、在宅へ移
行する際のサポートや、必要な社会資源の情報提供といった支援を退院前より実施

活動の成果

活動に係る課題

自治体における今後の施策展開方針

※センター設置から日が浅いため、「期待される成果」を含めて以下のとおり

※本資料は、令和３年12 月に実施したヒアリング調査結果等に基づいて作成しています29



高知県 （参考①）重症心身障害児者・医療的ケア児等支援センター「きぼうのわ」
広報用リーフレット
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高知県 （参考②）医療的ケア児等コーディネーターの活用について
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奈良県：看護職と福祉職の２名のコーディネーターを配置することで医療と福祉の両面から支援

○ 「奈良県重症心身障害児者支援センター」を設置

○ センターには「看護職」と「福祉職」の医療的ケア児等コーディネーターを２名配置

○ 医療と福祉双方の知識やノウハウを踏まえた支援を提供

自治体の概況

総人口 （令和３年４月１日時点） 約132万人

18歳未満人口 （令和３年４月１日時点） 約19万人

医療的ケア児数 （※） 166人

医療的ケア児等コーディネーター配置人数 ２人

特徴

体制
概要

奈良県重症心身障害児者支援センター

活動開始年度 令和２年度

組織・機関の運営主体 社会福祉法人 東大寺福祉事業団

活動拠点 １か所

活動人数 ２名（看護職、福祉職）

１年あたりの支援件数 １７７件
（令和３年１月から12月までの実績）

主な役割 • 広域的・専門的な相談支援
• 支援者に向けた支援
• 関係機関との連携・調整
• 人材育成 等

組織・機関の特徴 看護職と福祉職を配置することで医療と福祉
の両面をカバー。多様な支援ニーズに対応

※平成29年度厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「医療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・保
健・教育等の連携に関する研究（田村班）」報告書より、平成28年10月1日時点の推計値を引用

市町村

医療
機関

保育所

学校重症心身障害児者・
医療的ケア児等 本人・家族

奈良県重症心身障害児者支援センター

医療的ケア児等コーディネーター （２名）

看護職 福祉職

「支援者」からの相談
重症心身障害児者・
医療的ケア児等の家族からの相談

※本資料は、令和３年12月に実施したヒアリング調査結果等に基づいて作成しています

訪問看護
ｽﾃｰｼｮﾝ

障害福祉
ｻｰﾋﾞｽ事業所
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奈良県：看護職と福祉職の２名のコーディネーターを配置することで医療と福祉の両面から支援

主な活動

○ 支援者を支援する仕組みを確保

○ 専門性が問われる事例について対応が可能となった

○ 関係機関の間における課題・情報共有や連携の促進

○ 退院前カンファレンス、市町村・支援者団体等の学習会に参加 等

○ センター事業内容（相談支援）の周知が不足

○ 県内医療機関・事業所等の情報が不足 等

○ 県内の医療的ケア児等の支援ニーズ等を調べる実態調査を実施予定。調査
結果を施策設計に反映させていく

○ 県内には地域資源が十分ではないことから、「奈良県重症心身障害児等の
地域生活の支援に関する条例」において設置を定めている「重症心身障害
児者地域支援センター」の設置を推進する

○ 「奈良県重症心身障害児者支援センター」、「重症心身障害児者地域支援セ
ンター」及び市町村などの関係機関と連携した重層的な支援体制の構築に
取り組む

■広域的・専門的な相談支援

• 医療・福祉関係者等、支援者からの相談に対応

• 医療的ケア児家族からの相談にも応じ、適切な支援者へつなげる

• 電話、メールでの相談のほか、来所して相談することも可能

■支援者に向けた支援

• 社会資源等の情報提供

• 個別支援会議への出席

• 地域課題の共有

• 地域資源開発の支援 等

■関係機関との連携・調整

• サービス事業所等の支援関係機関の連絡会議の開催

• 短期入所利用に関する事業所間の調整

• 退院・在宅移行時のサービス調整等の支援 等

■人材育成

• 重症心身障害児者、医療的ケア児等の支援に関わる人材の育成

• 医療的ケア児等支援者・コーディネーター養成研修（年１回）

• 医療的ケア児等コーディネーターフォローアップ研修 等

活動の成果

活動に係る課題

自治体における今後の施策展開方針

※本資料は、令和３年12月に実施したヒアリング調査結果等に基づいて作成しています33



奈良県 （参考）奈良県重症心身障害児者支援センター 広報用リーフレット
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福岡県北九州市：既存の障害福祉サービスの支援拠点にコーディネーターを配置。支援をさらに充実

○ 市内の障害福祉サービスの支援拠点に医療的ケア児等コーディネーターを配置

○ コーディネーターは市本庁と連携して活動

○ 市本庁もテーマに応じては主導的な役割を果たす

自治体の概況

総人口 （令和３年４月１日時点） 約93万人

18歳未満人口 （令和３年４月１日時点） 約14万人

医療的ケア児数 （令和３年３月時点） 167人

医療的ケア児等コーディネーター配置人数 1人

特徴

体制 概要

医療的ケア児等コーディネーター

活動開始年度 令和３年度

活動拠点 北九州市立総合療育センター

活動人数 １名（相談支援専門員）

支援件数 約12件
（令和３年８月から令和４年2月までの実績）

主な役割 • 相談対応
• 関係機関との連携
• 事例検討
• その他（災害対策等） 等

特徴 市内の障害福祉サービスの支援拠点である施
設にコーディネーターを配置

北九州市立総合療育センター

医療的ケア児等コーディネーター
（相談支援専門員）

• 福岡県小児等在宅医療推進事
業拠点病院

• 日本の障害児療育のモデルとし
て、地域の障害児医療・療育の
システム作りに先駆的に貢献

• 市からコーディネーター活動の
委託を受けて活動

市

• 医師会、医療機関の協力を得て
積極的に小児医療の取り組みを
進めている

• 担当課にはリハビリテーション
専門職等を配置するとともに、
庁内連携して相談を受けている

市職員

連携

医療的ケア児・家族

支援 支援

※本資料は、令和３年10月に実施したヒアリング調査結果等に基づいて作成しています35



福岡県北九州市：既存の障害福祉サービスの支援拠点にコーディネーターを配置。支援をさらに充実

主な活動

○ 医療的ケア児家族からの相談にワンストップで対応できる窓口を確保

○ 関係機関間における情報共有や連携の促進

○ 事例対応等を踏まえた地域課題の整理

○ NICU等退院時に、新たな医療的ケア児を把握することが可能

○ 早期からの医療と福祉の連携が可能 等

○ 市と連携しつつも自立的に支援活動を展開していける状態への移行

○ 県が設置予定である医療的ケア児支援センターとの連携、業務分担

○ 相談内容の解決に向けて、活用可能な事業が少ない

（短期入所、保育所等の受け入れ先の確保が困難） 等

○ 災害時個別支援計画の作成とその実証のための避難訓練の実施など災害
対策の充実

○ 医療的ケア児の就学、通学の支援充実に向けて、教育担当部署や市内の学
校など部署間・組織間の連携を促進していく

○ 県が設置予定である医療的ケア児支援センターとの連携強化 等

■相談対応

• 医療的ケア児の家族やその支援者からの相談に対応

• 保健、医療、福祉などテーマを問わずワンストップ対応

• 受け付け後、相談内容に応じて関係者と協力しながら対応していく

■関係機関との連携

• 医療機関のカンファレンスへの出席

• 医療的ケア児関係部局会議への出席 等

■その他

• 地域資源や支援制度等に関する情報の把握

• 災害対策 （災害時個別支援計画の作成等） 等

活動の成果

活動に係る課題

自治体における今後の施策展開方針

※センター設置から日が浅いため、「期待される成果」を含めて以下のとおり

■事例検討

• 北九州地域医療的ケア児支援協議会の開催

 協議会は、医師会、医療機関、訪問看護事業所、医療的ケア児の保護者で構成している。

 令和３年度は、協議会とネットワーク連絡会を各１回ずつ開催

 協議会にて、相談事例の検討会を実施し、課題の抽出や、情報共有を図っている。

市本庁とコーディネーターの連携について

 北九州市では市が医療的ケア児の相談に対応してきた

 そのため、現在も市がコーディネーターのバックアップをしているが、徐々にコーディネーター
が単独で対応できる状態へ移行させていくことを目指している

 また、災害対策のようにテーマによっては市が主導的な役割を果たしている

※本資料は、令和３年10月に実施したヒアリング調査結果等に基づいて作成しています36



福岡県北九州市 （参考）「相談窓口」設置に関する広報用リーフレット
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東京都世田谷区：相談対応から災害対策、人材育成、理解促進まで幅広く活動するセンターを開設

○ 「世田谷区医療的ケア相談支援センター Hi・na・ta（ひなた）」を開設

○ 愛称（Hi・na・ta（ひなた））を設け、親子がゆったり過ごせる空間を整備

○ 医療的ケア児等コーディネーターに加えて相談員を２名配置（うち１名は医療職）

○ 相談対応から災害対策、人材育成、施設等への技術支援など幅広い業務内容

○ 広報担当を置き、地域住民等の理解促進や民間企業との連携イベントも実施

自治体の概況

総人口 （令和３年４月１日時点） 約92万人

18歳未満人口 （令和３年４月１日時点） 約13万人

医療的ケア児数 （令和３年４月時点） 180人

医療的ケア児等コーディネーター配置人数 1人

特徴

体制 概要

世田谷区医療的ケア相談支援センター Hi・na・ta（ひなた）

活動開始年度 令和３年度

組織・機関の運営主体 社会福祉法人 全国重症心身障害児（者）を守る会

活動拠点 １か所（国立成育医療研究センター敷地内）

活動人数 相談員３名（医療的ケア児等コーディネーターのほ
か２名）
※他事業と兼務

開設後の相談対応件数 延139件、実人数89人
（令和3年8月から令和4年1月までの実績）

主な役割 • 相談支援
• 災害対策
• 人材育成
• 施設への技術支援 等

組織・機関の特徴 管理者として医療的ケア児等コーディネーターを配
置し、別にセンター長兼広報担当を配置

医療的ケア児者・家族医療的ケ
ア児等
コーディ
ネーター

世田谷区医療的ケア相談支援センター「Hi・na・ta（ひなた）」

相談員
（医療職）

相談員
（相談支援専門員）

センター長
兼広報担当

管理者（医療的ケア児等
コーディネーター）

医療機関 サービス
事業所

（施設等）
保育所

学校

一般区民

関係機関への支援 医ケア児者と家族への支援 地域住民等の理解促進

※本資料は、令和３年10 月に実施したヒアリング調査結果等に基づいて作成しています38



東京都世田谷区：センターにおいて相談対応から災害対策や一般区民向けの情報発信まで幅広く活動

主な活動

○ 医療的ケア児者や家族からの相談に対応するワンストップの窓口を整備

○ 高い専門性や多機関連携が必要となる事例についても対応

○ 関連する福祉施設や関係機関を支援する仕組みを確保

○ 医療的ケアの理解促進や民間企業等と連携したイベント実施の積み上げ

○ 医療的ケア児ときょうだい、家族の居場所となる活動の充実

○ 現在のコーディネーターの「後継者」や、地域における人材の確保・育成

○ 家族や支援機関のネットワークづくり、オンライン活用

○ 病院ソーシャルワーカーや他の医療的ケア児等コーディネーター、東京都が
今後設置する医療的ケア児支援センターとの連携・役割分担

○ ふるさと納税による寄附等を活用して、医療的ケア児ときょうだい、家族に
対する支援事業を実施

○ 医療的ケア相談支援センターHi・na・ta（ひなた）の開所日を、現在の週２日
から週４日に増やし、保護者の居場所機能を充実

○ 家族の離職の防止に向けて、放課後等デイサービスでの医療的ケア児の夕
方受入れを促進

○ 電気を必要とする医療機器を使用している医療的ケア児を対象として、
ポータブル電源等を配布し、災害時の安心を確保

■人材育成

• 相談支援専門員の育成（座学、同行訪問、カンファレンス同席等を6か月かけて実施）

• 関係機関における研修実施への協力 等

■相談支援

• 医療的ケア児等を育てながら在宅生活に不安を抱える保護者に対する相談

• 「動ける医療的ケア児」の保護者からの相談にも対応 等

■在宅生活支援プランの作成

• 退院時の保健・医療・福祉サービス等の全体的なコーディネート

• 在宅移行後の継続的支援、相談支援専門員へのつなぎ 等

活動の成果

活動に係る課題

自治体における今後の施策展開方針

※センター開設から日が浅いため、「期待される成果」を含めて以下のとおり

■施設等への技術支援

• 通所施設が医療的ケア児等を受け入れる際の不安解消や助言（定期訪問＋随時対応）

• 医療的ケアに対応する施設看護師へのサポート 等

■災害対策

• 災害時個別支援計画の作成支援

• 作成された計画の有効性を保護者等と一緒に検証 等

■医療的ケアの理解促進や情報発信

• 地域住民等の理解促進、民間企業や地元スポーツチームと連携したイベント実施

• 本人・家族・地域のネットワークづくり 等

■権利擁護

• 虐待の予防・早期発見・対応 等

※本資料は、令和３年10 月に実施したヒアリング調査結果等に基づいて作成しています39



（参考）世田谷区医療的ケア相談支援センター Hi・na・ta（ひなた）
広報用リーフレット

東京都世田谷区
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茨城県つくば市：市本庁にコーディネーターを配置してワンストップ窓口を開設。災害対策にも注力

○ 市本庁に「つくば市医療的ケア児等相談窓口」を開設

○ 医療的ケア児等コーディネーターを２名配置

○ 従来は保育や教育など相談内容に応じて分散していた相談窓口を一本化

○ 災害時に備えた医療的ケア用品の保管にも対応するなど災害対策支援にも注力

自治体の概況

総人口 （令和３年４月１日時点） 約24万人

18歳未満人口 （令和３年４月１日時点） 約５万人

医療的ケア児数 （令和元年９月時点） 約40人

医療的ケア児等コーディネーター配置人数 ２人

特徴

体制 概要

つくば市医療的ケア児等相談窓口

活動開始年度 令和３年度

組織・機関の運営主体 市

活動拠点 １か所
（市本庁の障害福祉所管部署内）

活動人数 医療的ケア児等コーディネーター２名

支援件数 約５件
（令和３年３月から令和３年10月までの実績）

主な役割 • 相談対応
• 関係機関等との連携
• 災害対策 等

組織・機関の特徴 医療的ケア児等コーディネーターとして保健
師とリハビリ専門職の２名を配置

保健セ
ンター

医療機
関

保育所

学校

サービ
ス事業
所

医療的ケア児・家族

医療的ケア児等
コーディネーター

市本庁
（障害福祉所管部署）

※本資料は、令和３年10月に実施したヒアリング調査結果等に基づいて作成しています

つくば市
医療的ケア児等相談窓口

相談
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茨城県つくば市：市本庁にコーディネーターを配置してワンストップ窓口を開設。災害対策にも注力

主な活動

○ 医療的ケア児家族からの相談にワンストップで対応できる窓口を確保

○ 支援者に対する対応窓口の明確化・一本化

○ 関係機関および庁内関係部署間における情報共有や連携の促進

○ 災害対策の重要性の周知（支援者も含めて）

○相談窓口の活動として期待されていることの明確化

○市内の関係機関との連携強化

○他の医療的ケア児等コーディネーターとのネットワーク形成

○医療的ケアを必要としている児の全数把握

○ 地域の療育施設の中核的役割を担う、児童発達支援センターを設置する
ことを予定

○庁内の保育部門、教育部門と連携し、医療的ケア児の保育所・幼稚園での受
け入れ体制整備を進行中

■相談対応

• 医療的ケア児・家族および支援者からの相談に対応

• 児の年齢や相談内容によらずワンストップで対応

• 窓口への来訪や電話によって受け付けている

• 必要に応じて自宅や支援先への訪問での相談に対応

■関係機関等との連携

• 保健センター等関係機関との日ごろからの情報共有

• 庁内の関係部署で行われる医療的ケア児関連の会議への出席

• 「協議の場」に出席し、情報共有や施策検討を実施 等

■災害対策

• 医療的ケア児・その家族向けの自助を支援する「ツール」の作成・配布

‐ 災害時対応ガイドブック・・・平時からの対策として必要な準備等を解説

‐ 災害時対応ノート・・・事前に災害時に対応すべき項目を記入できるノート（医療的ケ
アの内容や緊急連絡先等）

• 災害時に備えた医療的ケア用品の預かり

‐ 医療的ケア用品約１日分程度を市本庁にて預かり、災害時には可能な限り市内避難
所等へ届ける取組（つくば市災害時医療的ケア用品保管事業）

活動の成果

活動に係る課題

自治体における今後の施策展開方針

※窓口設置から日が浅いため、「期待される成果」を含めて以下のとおり

災害対策の取組について

 相談窓口の開設に合わせてツールを作成

 作成過程では危機管理部門とも連携し、医師や訪問看護師といった支援者にも意見を求めた。
また、当事者にも目を通してもらい、記入の負担が大きすぎないか等も確認

 市内の基幹相談支援センターには、医ケア児家族によるツールの活用を支援してほしい旨依頼

※本資料は、令和３年10月に実施したヒアリング調査結果等に基づいて作成しています42
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北海道札幌市：多職種からなる支援チームが医ケア児受入れについて事業所等へ専門的な助言を提供

○ 医療的ケア児を受け入れている事業所等に対して助言・指導を実施
（札幌市医療的ケア児等支援機関サポート医師配置業務）

○ 医師だけでなく看護師や相談支援専門員等が相談内容に応じて多職種で対応

○ １回の相談に対して複数回現場を訪問するなど手厚いサポートを提供

自治体の概況

総人口 （令和３年４月１日時点） 約196万人

18歳未満人口 （令和３年４月１日時点） 約26万人

医療的ケア児数 （令和２年９月時点） 約300人

医療的ケア児等コーディネーター配置人数 ０人

特徴

体制 概要

札幌市医療的ケア児等支援機関サポート医師配置業務

活動開始年度 令和２年度

組織・機関の運営主体 医療法人 稲生会

活動拠点 １か所

活動人数 相談内容に応じて複数名のチームで対応

１年あたりの支援件数 72件

主な役割 • 医療的ケア児を受け入れる事業所等への
サポート

• 新たに受け入れようとする事業所等への
サポート

• 新たに医療的ケア児を受け入れる事業所
受け入れた事業所等のフォローアップ 等

組織・機関の特徴 相談内容に応じて医師や看護師、相談支援専
門員等がチームを組んで対応

事業を受託する医療法人

サービ
ス事業
所/相
談室等

保育所
/幼稚
園等

学校/
児童会
館等

多職種からなる支援チーム

相談支援専門員

医師 看護師

相談支援専
門員

医師 看護師

歯科
医師

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士
公認心理師

当事者
家族

自治体
担当者

依頼に応じてサポートを提供

※本資料は、令和４年１月に実施したヒアリング調査結果等に基づいて作成しています44



北海道札幌市：多職種からなる支援チームが医ケア児受入れについて事業所等へ専門的な助言を提供

主な活動

○ 医療/保育/福祉/教育等の支援者に対する領域横断的支援体制を確保

○ 地域で医療的ケア児を受け入れていく環境整備に貢献

○ 専門性の問われる事例についても対応が充実

○ 行政における支援体制整備への専門的助言

○ 医療的ケア児家族に対する自宅訪問も含めた直接相談体制の確立 等

○ 関係機関との連携強化
（個別の相談対応を通じた連携だけでなく、日頃から連絡を取り合う関係性
作りの構築等）

○ 医療的ケア児の受け入れが進まない領域への関与

○ 他の支援策との協働・連携・役割分担

○ 医療的ケア児支援検討会の議論等を通じて、より一層の支援体制の確立を
目指す。

■医療的ケア児を受け入れる事業所等（※）へのサポート

• 多職種（医師、歯科医師、看護師、PT、OT、ST、社会福祉士等）からなる支援チームによる
医療的ケアや医療機器、疾患等に関する助言や情報提供

• 医療的ケア児のケアや遊び、抱っこの仕方、姿勢保持等に係る技術的な指導や助言

• 医療的ケア児の主治医との連絡調整、医師指示書等に対する助言

• 救急蘇生法勉強会や人工呼吸器その他医療機器に関する研修会等のオンデマンド開催

• 医療的ケア児の通う普通小学校、特別支援学校への定期巡回指導 等

■医療的ケア児を新たに受け入れようとする事業所等へのサポート

• 事業所の環境整備や職員配置、感染対策など体制整備に向けた助言

• 医療的ケアに係る技術的な指導

• 医療的ケア児の主治医や訪問看護ステーション等との連携に向けた支援

• 医療型特定短期入所事業所での見学/研修受け入れ

• 普通小学校へ入学を希望する医療的ケア児の入学前支援者会議への参加 等

■医療的ケア児を新たに受け入れた事業所等のフォローアップ

• 医療的ケア児の受け入れ状況の確認

• 継続的な受け入れ実施に向けた助言/相談対応 等

■その他

• 医療的ケア児家族から相談があった場合にも対応（自宅への訪問相談含む）

• 市内各区担当者（母子保健担当保健師等）からの相談にも対応

• 特別支援学校における医療的ケア児受入体制構築に関する教育委員会の会議に参加

• 特別支援学校における医療的ケア実施ガイドライン策定への助言 等

活動の成果

活動に係る課題

自治体における今後の施策展開方針

※障害福祉サービス事業所、学校、保育所等

※本資料は、令和４年１月に実施したヒアリング調査結果等に基づいて作成しています45
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